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受 理 番 号  請 願 第 5 0 号 

件   名  

 

児童福祉施策としての保育制度の維持と改善に関することについて

 

紹 介 議 員  金子益夫，田村 清，大泉 弘，渋谷明治，小泉仲之，宮原典子 

要   旨  

 

 我が国の少子高齢化の進行は，これまでの予想を超えた厳しいも

のとなっており，今後の社会，経済や子供たちの健全育成に深刻な

影響を及ぼすことが懸念され，少子化対策の拡充は喫緊の重要課題

となっています。 

 しかしながら，政府の少子化社会対策会議や地域主権戦略会議等

では，少子化対策の中核である保育制度について，「幼保一体化」「多

様な事業主体の参入を可能とする指定制の導入」「保育所最低基準

を定める権限の都道府県条例への移譲」等，「子ども･子育て新シス

テムの基本制度案要綱」として大幅な規制緩和の実施が閣議決定さ

れており，このような考え方による制度改革は，児童福祉施策とし

ての保育制度を大きく後退させるおそれがあります。 

また，国が定めている保育所の最低基準の権限については，衆議

院の審議を待って，都道府県条例に移譲するばかりとなっています。

このような状況の中，子供の保育環境を守り，保育をより充実さ

せるため，国及び市町村の公的責任を明確にし，児童福祉施策とし

ての保育制度を守るとともに，次代を担う子供の福祉と保育が誤っ

た方向に行かないよう１万 2,919 名の願意賛同者の署名を添えて下

記事項を請願いたします。 

 

 

 

 
（裏面につづく）

付   託 

  年月日 

  委員会  

 

平成22年12月７日 
第１項  
第２項 

 

市民厚生常任委員会  

 

受   理 

 

 

平成22年12月２日  第４３８号 

 



 

請願第50号  

 

 

 

 

 

 

 

記  

 
１ 「子ども･子育て新システムの基本制度案要綱」に基づく保育

制度改革に対し，現行保育制度の維持と改善を国に求める意見書

を提出すること。  

 ⑴ 国及び市町村の公的責任を明確にし，児童福祉施策としての

保育制度を後退させないこと。  

 ⑵ 国の定める保育所の最低基準を改善すること。  

 
２ 保育行政のさらなる推進をすること。  

 ⑴ 保育所職員の人材確保対策を推進すること。  

 ⑵ 待機児童ゼロを堅持するための保育所整備を推進すること。

 

 


